
「かながわグランドデザイン」点検基本方針（案） 

 

１ 趣 旨 

本県は、平成 24（2012）年３月に新たな総合計画として「かながわグランドデ

ザイン」の「基本構想」及び「実施計画」をとりまとめ、計画を推進してきたが、

平成 26 年度は「かながわグランドデザイン 実施計画」（以下、「実施計画」とい

う。）の計画期間の最終年度となる。「実施計画」では、政策のマネジメント・サ

イクルとして、計画の最終年度において、社会環境の変化を検証したうえで、実施

計画に示した政策全般について点検を行い、新たな課題の抽出や政策改善の方向性

の整理を行うこととしている。そこで、平成 26 年度は「実施計画」の総合的な点検

を行う。 

また、「かながわグランドデザイン 基本構想」（以下、「基本構想」という。）

は、目標年次となる平成 37（2025）年に向けた新たな「神奈川の将来像」と「政策

の基本方向」を示しているが、状況の変化に応じて総合的に点検を行うこととして

いることから、「実施計画」の計画期間の最終年度に合わせて、点検を行うことと

する。 

 

２ 点検の基本的な視点 

「かながわグランドデザイン」の「基本構想」及び「実施計画」の点検（以下

「点検」という。）にあたっては、次の基本的な視点を踏まえて点検を実施する。 

 

（１）「かながわグランドデザイン 評価報告書」を踏まえた検証 

「基本構想」に掲げた神奈川の将来像の実現に向けた「実施計画」の３年間の

取組みについて、「かながわグランドデザイン 評価報告書」における総合計画審

議会の評価や統計・指標などの客観的な視点を踏まえて検証し、その成果を明ら

かにする。 

 

（２）社会環境の変化を踏まえた検証 

ア 神奈川をとりまく社会環境の変化 

総合計画審議会計画推進評価部会の部会報告書「社会環境の変化に伴う課題に

ついて」（平成 26 年３月）において、「かながわグランドデザイン」とりまとめ

以降の社会環境の変化と、そこから浮き彫りになった今後対応が望まれる課題が

示されている。そこで、点検にあたっては、報告書で示された、社会環境の変化

に伴う新たな課題を踏まえる必要がある。 

 

 

資 料 ５ 



イ 課題への横断的な対応 

複雑化した政策課題への取組みに当たっては、様々な分野の施策･事業を複合的

に組み合わせた対応や、複数の組織による対応など、「横断的な対応」を図るこ

とが重要となっている。 

例えば、環境、産業、労働、教育、福祉等といったそれぞれの分野における各

主体が、課題についての共通認識を持ったうえで、その解決に向けてそれぞれの

役割を果たすといった横断的な対応を図る必要がある。 

 

ウ 多様な担い手との連携 

課題の解決に向けて、企業、ＮＰＯ、県民、大学、行政等との連携を強化する

など、幅広い分野で、多様な担い手と役割を分担するといった観点での検討を行

う必要がある。 

また、よりよい連携に向け、多様な担い手が参画しやすいしくみづくりや、協

働のパートナーの活動や協働の効果等の適正な評価を行うことも必要である。 

 

エ ＩＣＴの効果的な利活用 

  ＩＣＴは、エネルギー、医療、防災等といった様々な領域で、効率化や合理化

を進め、課題への対応を支援する手段として活用されるとともに、日常生活の利

便性を高めるコミュニケーションツールとしても活用されている。 

一方で、ＩＣＴをめぐる課題は様々に存在しており、今後も安全で信頼できる

利用環境に配慮しつつ、より効果的・効率的なＩＣＴの利活用を進めていく必要

がある。 

 

３ 点検の内容 

（１）「基本構想」の点検 

「基本構想」に示した、神奈川をとりまく社会環境について、「基本構想」と

りまとめ以降の特徴的な変化を、客観的な統計や指標により把握したうえで、

「基本目標」及び「政策の基本方向」を検証する。 

 

（２）「実施計画」の点検 

プロジェクト及び主要施策の実施状況や成果、プロジェクトのねらいの達成状

況などについて、３年間の政策を検証するとともに、社会環境の変化等も踏まえ

て今後の取組みに向けた課題を整理する。 

 

ア プロジェクト 

プロジェクトごとに、次の項目について点検を行う。 



・数値目標の達成状況 

・構成事業の主な取組みと成果 

・プロジェクトの総合分析 

・プロジェクトをとりまく状況 

・新たな課題や政策改善の方向性 

 

イ 主要施策 

主要施策の小柱ごとに、次の項目について点検を行う。 

・主要施策の主な取組みと成果 

・新たな課題や政策改善の方向性 

 

４ 点検の実施方法 

「かながわグランドデザイン」の具体的な点検作業は、主に政策レビューにおけ

る庁内での検討と総合計画審議会の審議を通じて行う。 

 

５ スケジュール 

６月       点検基本方針通知 

７月～１１月   政策レビューを通じた点検作業 

１１月末     「かながわグランドデザイン」点検結果（素案）とりまとめ 

１２月～     点検結果（素案）県民参加を実施 

１月（予定）   「かながわグランドデザイン」点検結果（案）とりまとめ 

総合計画審議会での審議 


